
 

 

                岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

                                   昭 和 ５ ７ 年   ９ 月   ２ 日 制 定  

                                    昭 和 ６ １ 年 １ ０ 月   １ 日 改 正  

                                    昭 和 ６ ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日 改 正  

                                    平 成   ２ 年   ２ 月 ２ ８ 日 改 正  

                                    平 成   ３ 年 １ ０ 月   ７ 日 改 正  

                                    平 成   ６ 年 １ １ 月   １ 日 改 正  

                                    平 成   ７ 年   １ 月 ３ １ 日 改 正  

                                    平 成   ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 改 正  

                                    平 成   ８ 年   ９ 月 １ ８ 日 改 正  

                                    平 成   ９ 年   ９ 月 １ ２ 日 改 正  

                                    平 成 １ ０ 年 １ ０ 月  ５ 日 改 正  

                                    平 成 １ １ 年 １ ０ 月  １ 日 改 正  

                                    平 成 １ ４ 年 １ １ 月 １ ３ 日 改 正  

                                    平 成 １ ５ 年  ９ 月 １ １ 日 改 正  

                                    平 成 １ ８ 年   １ 月 ２ ０ 日 改 正  

                                    平 成 １ ９ 年   ２ 月  １ 日 改 正  

                                    平 成 １ ９ 年   ３ 月 ２ ６ 日 改 正  

                                    平 成 １ ９ 年   ３ 月 ２ ６ 日 改 正  

                                    平 成 ２ ０ 年  ８ 月 ２ ０ 日 改 正  

                                    平 成 ２ １ 年  ５ 月 ２ ８ 日 改 正  

                      平 成 ２ ２ 年  ６ 月 １ ５ 日 改 正  

                                    平 成 ２ ３ 年  ５ 月 １ ２ 日 改 正  

                                    平 成 ２ ４ 年  ６ 月 １ １ 日 改 正  

                       平 成 ２ ５ 年  ６ 月 １ １ 日 改 正  

平 成 ２ ７ 年  ２ 月  ６ 日 改 正  

令 和  ３ 年  ４ 月  １ 日 改 正  

                      令 和  ３ 年  ７ 月  １ 日 改 正  

令 和  ８ 年  ２ 月 １ ２ 日 改 正  

 

 

  （ 総 則 ）  

第 １ 条   県 は 、 病 院 及 び 診 療 所 （ 以 下 「 病 院 等 」 と い う 。 ） に 従 事 す る 看 護 職 員

を は じ め と し た 医 療 従 事 者 の 離 職 防 止 及 び 再 就 業 を 促 進 す る と と も に 、当 該 職

員 の 児 童 及 び 医 療 機 関 に よ る 入 院 治 療 の 必 要 は な い が 安 静 の 確 保 に 配 慮 す る

必 要 が あ る 等 の た め 集 団 保 育 が 困 難 な 児 童 の 保 育 の 場 を 確 保 す る た め 、病 院 等

の 開 設 者（ 以 下「 補 助 事 業 者 」と い う 。 ）が 行 う 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 （ 以 下

「 補 助 事 業 」と い う 。）に 要 す る 経 費 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 で 、補 助 事 業 者 に

補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、そ の 交 付 に 関 し て は 、岐 阜 県 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭

和 ５ ７ 年 岐 阜 県 規 則 第 ８ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、こ

の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 補 助 事 業 者 ）  

第 ２ 条  補 助 事 業 者 は 、 別 表 １ の と お り と す る 。  

  

 （ 欠 格 事 由 ）  

第 ３ 条  前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 に 掲 げ る 者 は 、補 助 事 業 者 と な る こ と が

で き な い 。  

 一  暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律

第 ７ ７ 号 。各 号 に お い て「 暴 対 法 」と い う 。）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  



 

 

 

 二  暴 力 団 員 （ 暴 対 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

 三  役 員 等 （ 法 人 に あ っ て は 役 員 及 び 使 用 人 （ 支 配 人 、 本 店 長 、 支 店 長 そ の 他

い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、営 業 所 の 業 務 を 総 括 す る 者（ 営

業 所 の 業 務 を 総 括 す る 権 限 を 代 行 し 得 る 地 位 に あ る 者 を 含 む 。）を い う 。以

下 同 じ 。）を 法 人 以 外 の 団 体 に あ っ て は 代 表 者 、理 事 そ の 他 法 人 に お け る 役

員 及 び 使 用 人 と 同 等 の 責 任 を 有 す る 者 を 、個 人 に あ っ て は そ の 者 及 び そ の 使

用 人 を い う 。以 下 同 じ 。）が 暴 力 団 員 で あ る な ど 、暴 力 団 が そ の 経 営 又 は 運

営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 個 人 又 は 法 人 そ の 他 の 団 体（ 以 下 こ の 条 に お い て

「 法 人 等 」 と い う 。 ）  

 四  役 員 等 が 、暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 使 用 し 、又 は 雇 用 し て

い る 個 人 又 は 法 人 等  

 五  役 員 等 が 、そ の 属 す る 法 人 等 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 又 は

第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等（ 暴 力 団 員 又 は

暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 を い う 。以 下 同 じ 。）を 利

用 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 六  役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、又 は 便 宜 を 供

与 す る 等 、直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 、又 は 関 与 し て い

る 個 人 又 は 法 人 等  

 七  役 員 等 が 、そ の 理 由 を 問 わ ず 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ

る べ き 関 係 を 有 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

 八  役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い

る 者 で あ る こ と を 知 り な が ら 、下 請 契 約 、業 務 の 再 委 託 契 約 、資 材 等 の 購 入

契 約 等 を 締 結 し 、 こ れ を 利 用 し て い る 個 人 又 は 法 人 等  

  

  （ 補 助 対 象 施 設 等 ）  

第 ４ 条   補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 施 設 （ 以 下 「 補 助 対 象 施 設 」 と い う 。 ） 及 び

経 費 （ 以 下 「 対 象 経 費 」 と い う 。 ） 並 び に 補 助 金 の 額 は 別 表 ２ に 掲 げ る と お り

と し 、補 助 率 は 別 表 ３ の 左 欄 に 掲 げ る 補 助 事 業 者 の 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 同 表

右 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 

  （ 補 助 金 の 交 付 の 申 請 ）  

第 ５ 条   補 助 金 交 付 申 請 書 の 様 式 は 、 別 記 第 1号 様 式 の と お り と す る 。  

２  補 助 金 交 付 申 請 書 に は 、 別 記 第 1号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

 ３  補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

 

  （ 補 助 金 の 交 付 の 条 件 ）  

第 ６ 条   補 助 金 の 交 付 を 決 定 す る 場 合 に 付 け る 条 件 は 、規 則 第 ６ 条 第 ２ 号 か ら 第

４ 号 ま で に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

２   規 則 第 ６ 条 第 ２ 号 の 知 事 の 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、補 助 目 的 及 び 事 業 効 果 に 影

響 を 与 え な い 事 業 計 画 の 細 部 の 変 更 と す る 。  

３   規 則 第 ６ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 の 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 の 申 請 書

の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

  一   補 助 事 業 の 内 容 変 更 承 認 申 請 書   別 記 第 ２ 号 様 式  

  二   補 助 事 業 の 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書   別 記 第 ３ 号 様 式  

４  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 の 完 了 後 に 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 （ 以 下「 消 費 税

等 」と い う 。）の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 等 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が 確 定

し た 場 合 は 、 そ の 確 定 額 を 速 や か に 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

５  知 事 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た 場 合 は 、当 該 仕 入 控 除 税 額 の 全 部 又

は 一 部 を 県 に 納 付 さ せ る こ と が で き る 。  



 

 

６  補 助 事 業 者 が 、 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 報 告 す る 場 合 の 様 式 は 、別 記 第 ４

号 様 式 の と お り と す る 。  

 

  （ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ７ 条   規 則 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 交 付 申 請 の 取 下 げ が で き る 期 間 の 終 期 は 、

補 助 金 の 交 付 決 定 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 と す る 。  

 

  （ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条   実 績 報 告 書 の 様 式 は 、 別 記 第 ５ 号 様 式 の と お り と す る 。  

２  実 績 報 告 書 に は 、別 記 第 ５ 号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら

な い 。  

３   実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 補 助 事 業 の 完 了 の 日 （ 廃 止 の 承 認 を 受 け た 場 合 は

当 該 承 認 を 受 け た 日 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 起 算 し て ２ ０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助

事 業 の 完 了 の 日 が 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 ５ 日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  

第 ８ 条 の ２  知 事 は 、 事 業 完 了 後 速 や か に 、 実 績 報 告 書 の ほ か 、 必 要 に 応 じ て 行

う 現 地 調 査 又 は 聴 取 に よ り 、 履 行 の 確 認 を 行 う も の と す る 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 現 地 調 査 を 行 う と き は 、 あ ら か じ め 、 補 助 事 業 者

に 対 し 、 調 査 の 日 時 、 場 所 そ の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、

緊 急 に 調 査 を 行 う 必 要 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

 

  （ 補 助 金 の 交 付 時 期 等 ）  

第 ９ 条   この補 助 金 は 、 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 後 に お い て

交 付 す る 。 た だ し 、 知 事 が 事 業 の 遂 行 上 必 要 と 認 め た と き は 、 概 算 払 に よ り 交

付 す る こ と が で き る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 別 に 知 事 が 指 定 す る と こ ろ に よ り 、 別 記 第 ６ 号 様 式 に よ る 補

助 金 交 付 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（暴力団の排除）  

第１０条  規則第４条の申請があった場合において、申請者が第３条の規定に該当す

るときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。  

２  知事が規則第５条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者

が第３条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規

定により、補助金の交付決定を取り消すものとする。  

３  前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第１８条の規定

により補助金の返還を命ずるものとする。  

 

  （ 書 類 、 帳 簿 等 の 保 存 期 間 ）  

第 １ １ 条   規 則 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 書 類 、帳 簿 等 の 保 存 期 間 は 、補 助 事 業 が 完 了

し た 年 度 の 翌 年 度 以 後 ５ 年 間 と す る 。  

 

附   則  

１   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ７ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   岐 阜 県 院 内 保 育 事 業 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱（ 昭 和 ４ ９ 年 施 行 ）は 、廃 止 す る 。  

３   昭 和 ５ ６ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

      附   則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 院 内 保 育 事 業 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 昭 和 ６ １ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   昭 和 ６ ０ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

      附   則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 有 子 看 護 婦 確 保 事 業 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱



 

 

の 規 定 は 、 昭 和 ６ ２ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   昭 和 ６ １ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

      附   則  

１   こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

２   こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、現 に こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 行 わ れ

て い る 申 請 等 の 行 為 は 、こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 要 綱 の 規 定 に よ り 行 わ れ て い

る も の と み な す 。  

３   こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、現 に こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 作 成 さ

れ て い る 用 紙 （ 以 下 「 旧 用 紙 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 に お い て は 、 こ の 要 綱 に

よ る 改 正 後 の 要 綱 の 規 定 に か か わ ら ず 、 旧 用 紙 を 使 用 す る こ と を 妨 げ な い 。  

      附   則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 有 子 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規

定 は 、 平 成 ３ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

      附   則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 有 子 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規

定 は 、 平 成 ６ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ５ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

      附   則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 有 子 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規

定 は 、 平 成 ６ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ５ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 子 供 を 持 つ 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要

綱 の 規 定 は 、 平 成 ７ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ６ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

      附  則      

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 子 供 を 持 つ 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要

綱 の 規 定 は 、 平 成 ８ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ７ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

      附  則    

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 子 供 を 持 つ 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要

綱 の 規 定 は 、 平 成 ９ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ８ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

      附  則     

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 子 供 を 持 つ 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要

綱 の 規 定 は 、 平 成 １ ０ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ９ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。   

      附  則                       

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 子 供 を 持 つ 看 護 婦 確 保 事 業 費 補 助 金 交 付 要

綱 の 規 定 は 、 平 成 １ １ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 １ ０ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 １ ４ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 １ ３ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

      附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 １ ５ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。   

２   平 成 １ ４ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   



 

 

１  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 １ ７ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。   

２   平 成 １ ６ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 １ ８ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。   

２   平 成 １ ７ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 １ ９ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 １ ８ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附   則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 ２ ０ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 １ ９ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 ２ １ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ ０ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

      附   則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 ２ ２ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ １ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 ２ ３ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ ２ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則   

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定

は 、 平 成 ２ ４ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ ３ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の

規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ ４ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の

規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   平 成 ２ ５ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の

規 定 は 、 令 和 ３ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   令 和 ２ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の

規 定 は 、 令 和 ３ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   令 和 ２ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

１   こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 の

規 定 は 、 令 和 ７ 年 度 分 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

２   令 和 ６ 年 度 分 以 前 の 予 算 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）   

補助事業者  

市町村（一部事務組合を含む。）  

日本赤十字社岐阜県支部  

岐阜県厚生農業協同組合連合会  

公立学校共済組合  

会社法第２条第１項に定める会社  

会 社 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 ８ ７

号 ）第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 株 式 会 社 と し て 存 続 す る も の と さ れ る 有 限 会

社 を 含 む 。 以 下 同 じ 。  

社会福祉法人  

一般社団法人及び一般財団法人  

医療法人  

学校法人及び準学校法人  

病院又は診療所を開設した個人  

独立行政法人地域医療機能推進機構  

独立行政法人国立病院機構  



 

 

別表２（第４条関係）  

補 助 対 象 施 設  対 象 経 費  補  助  金  の  額  

別 表 １ に 掲 げ る 補 助 事 業 者

が 設 置 す る 医 療 機 関 に お け る

病 院 内 保 育 施 設 が 次 の 種 別 に

該 当 し 、原 則 １ ２ か 月 運 営 し 、

か つ 保 育 料 と し て １ 人 当 た り

平 均 月 額 1 0 , 0 0 0円 以 上 を 徴 収

し て い る 施 設 と す る 。  

 

（ Ａ 型 特 例 ）  

 児 童 １ 人 以 上 ４ 人 未 満  

 保 育 士 等 数 ２ 人 以 上  

 保 育 時 間 ８ 時 間 以 上  

 

（ Ａ 型 ）  

 児 童 ４ 人 以 上  

 保 育 士 等 数 ２ 人 以 上  

 保 育 時 間 ８ 時 間 以 上  

 

（ Ｂ 型 ）  

 児 童 1 0人 以 上  

 保 育 士 等 数 ４ 人 以 上  

 保 育 時 間 1 0時 間 以 上  

 

（ Ｂ 型 特 例 ）  

 児 童 3 0人 以 上  

 保 育 士 等 数 1 0人 以 上  

 保 育 時 間 1 0時 間 以 上  

   

 

  病 院 内 保 育

所 運 営 事 業 に

必 要 な 保 育 士

そ の 他 の 職 員

の 人 件 費（ 常 勤

職 員 給 与 費 、非

常 勤 職 員 給 与

費 、 法 定 福 利  

費 等 ）  

委 託 料（ 上 記 人

件 費 に 該 当 す

る も の ）  

次 の 方 式 に よ り 選 定 し た 額 に 、

別 表 ３ の 補 助 事 業 者 の 区 分 ご と に

定 め た 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 の範

囲内            

各 病 院 内 保 育 施 設 ご と に 、 対 象

経 費 の 実 支 出 額 と 、( 1 )に よ り 算 定

し た 基 本 額 か ら 別 添 「 保 育 料 収 入

相 当 額 及 び 負 担 能 力 指 数 に よ る 調

整 率 の 算 出 方 法 」 に 定 め る 保 育 料

収 入 相 当 額 を 控 除 し た 額 に 病 院 内

保 育 施 設 の 運 営 に 係 る 設 置 者 の 負

担 能 力 指 数 に よ る 調 整 率 を 乗 じ て

得 た 額 と ( 2 )に よ り 算 定 し た 加 算

額 の 合 計 額 と を 比 較 し て 、 少 な い

方 の 額 を 選 定 す る 。  

  な お 、 日 本 赤 十 字 社 岐 阜 県 支 部

及 び 岐 阜 県 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合

会 の 場 合 は 、 上 記 に よ り 選 定 し た

額 に ０ ． ８ を 乗 じ た 額 と す る 。  

  た だ し 、 算 出 さ れ た 額 に 1 , 0 0 0  

円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ

れ を 切 捨 て る も の と す る 。  

 

( 1 )基 本 額  

（ Ａ 型 特 例 ）  

 1人 × 2 3 7 , 4 0 0円 ×運 営 月 数  

（ Ａ 型 ）  

 2人 × 2 3 7 , 4 0 0円 ×運 営 月 数  

（ Ｂ 型 ）  

 4人 × 2 3 7 , 4 0 0円 ×運 営 月 数  

（ Ｂ 型 特 例 ）  

 6人 × 2 3 7 , 4 0 0円 ×運 営 月 数  

 

( 2 )加 算 額  

 ア  2 4時 間 保 育 を 行 っ て い る 施 設  

    3 0 , 7 5 0円 ×運 営 日 数  

 イ  病 児 等 保 育 を 行 っ て い る 施 設  

    2 7 8 , 3 4 0円 ×運 営 月 数  

 ウ  緊 急 一 時 保 育 を 行 っ て い る 施

  設  

    2 7 , 2 1 0円 ×運 営 日 数  

 エ  児 童 保 育 を 行 っ て い る 施 設  

  1 4 , 7 6 0円 ×運 営 日 数  

 オ  休 日 保 育 を 行 っ て い る 施 設  

    1 5 , 2 7 0円 ×運 営 日 数  

 （ 休 日 と は ､日 曜 日 ､祝 日 並 び に  

1 2月 2 9日 か ら 翌 年 1月 3日 ま で

を い う 。 ）  



 

 

別 表 ３ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

補 助 事 業 者 の 区 分  補 助 率  

市 町 村 （ 一 部 事 務 組 合 を 含 む ）  ３ 分 の １  

日 本 赤 十 字 社 岐 阜 県 支 部  

岐 阜 県 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合 会  

公 立 学 校 共 済 組 合  

会社法第２条第１項に定める会 社  

会 社 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律（ 平 成

１ ７ 年 法 律 第 ８ ７ 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 株 式 会 社

と し て 存 続 す る も の と さ れ る 有 限 会 社 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 

社会福祉法人  

一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人  

医 療 法 人  

学校法人及び準学校法人  

病 院 又 は 診 療 所 を 開 設 し た 個 人  

独 立 行 政 法 人 地 域 医 療 機 能 推 進 機 構  

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構  

３ 分 の ２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (別 添 )  

 

保 育 料 収 入 相 当 額 及 び 負 担 能 力 指 数 に よ る 調 整 率 の 算 出 方 法  

 

１  保 育 料 収 入 相 当 額 は 、 2 4 , 0 0 0円 に 保 育 月 数 を 乗 じ た 金 額 の 合 計 額 と す る 。  

 ま た 、 保 育 料 収 入 相 当 額 の 算 出 に あ た っ て は 対 象 と な る 上 限 の 人 数 は 表 １ の 

 と お り で あ る 。  

 

表 １  上 限 人 数  
 

種 別  保 育 児 童  

Ａ 型 特 例  １ 人  

Ａ 型  ４ 人  

Ｂ 型  １ ０ 人  

Ｂ 型 特 例  １ ８ 人  

 

 

２  負 担 能 力 指 数 と は 、補 助 を 受 け よ う と す る 年 度 の 前 々 年 度 の 病 院 決 算 に お け

る 当 期 余 剰 金 を 補 助 を 受 け よ う と す る 年 度 の 病 院 内 保 育 所 運 営 費 に 係 る 設 置

者 負 担 額（ 岐 阜 県 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 交 付 前 の 額 ）で 除 し た 数 値 と

す る 。  

  た だ し 、病 院 内 保 育 施 設 運 営 費 は 、病 院 内 保 育 施 設 運 営 費 支 出 予 定 額 と 以 下

に 定 め る 標 準 経 費 と を 比 較 し て 少 な い 方 の 額 と す る 。  

 

標 準 経 費 ＝ 保 育 士 等 の 数 ×標 準 人 件 費 ＋ そ の 他 の 経 費  

 

注 ） （ １ ） 保 育 士 等 の 数 は 、 当 該 年 度 の ４ 月 １ 日 （ 土 曜 日 又 は 休 日 の 場 合 は 直 後

の 平 日 と す る 。 ） 現 在 の 病 院 内 保 育 施 設 利 用 職 員 の 児 童 数 を 、 以 下 に 定

め る 病 院 内 保 育 施 設 に 係 る 標 準 経 費 の 算 出 に 用 い る 保 育 士 等 の 数 で 除

し て 得 た 数 値 （ 小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 す る 。 ） と す る 。  

     た だ し 、算 出 さ れ た 保 育 士 等 の 数 が Ａ 型 特 例 及 び Ａ 型 に あ っ て は ２ 人 、

   Ｂ 型 に あ っ て は ４ 人 、Ｂ 型 特 例 に あ っ て は １ ０ 人 を 下 回 る 場 合 は 、当 該

   病 院 内 保 育 施 設 の 保 育 士 等 の 数 は 、 Ａ 型 特 例 及 び Ａ 型 ２ 人 、 Ｂ 型 ４ 人 、

   Ｂ 型 特 例 １ ０ 人 と す る 。  

  （ ２ ） そ の 他 の 経 費 は 、 病 院 内 保 育 施 設 運 営 費 支 出 予 定 額 か ら 保 育 士 等 の 職

員 の 人 件 費 を 除 い た 経 費 の う ち の 都 道 府 県 が 認 め た 額 と す る 。  

     た だ し 、借 入 金 の 返 済 、土 地 購 入 費 等 の 資 本 取 引 に 係 る 経 費 及 び 保 育

士 等 の 職 員 の 給 食 費 等 病 院 内 保 育 施 設 の 運 営 費 以 外 の 費 用 は 認 め な い も

の と す る 。   

  （ ３ ） 標 準 人 件 費 は 、 以 下 に 定 め る 病 院 内 保 育 施 設 に 係 る 標 準 経 費 の 算 出 に

用 い る 標 準 人 件 費 と す る 。  

    

   ○ 病 院 内 保 育 施 設 に 係 る 標 準 経 費 の 算 出 に 用 い る 保 育 士 等 の 数 算 出 基 準

児 童 数  

      ２ ． ６ 人  

      ○ 病 院 内 保 育 施 設 に 係 る 標 準 経 費 の 算 出 に 用 い る 標 準 人 件 費  

      年 額 3 , 1 8 6 , 0 0 0円  



 

 

３  負 担 能 力 指 数 に よ る 調 整 率 は 、 以 下 の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 病 院 内 保

育 施 設 設 置 後 ３ か 年 を 経 過 し て い な い 施 設 に あ っ て は 適 用 し な い 。  
 

負 担 能 力 指 数  調 整 率  

５ 未 満  １ ． ０  

５ 以 上 ２ ０ 未 満  ０ ． ８  

２ ０ 以 上  ０ ． ６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

第    号 

                                                     年  月  日 

 

 

    岐阜県知事 様 

 

 

                                     住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

 

 

 

    年度岐阜県病院内保育所運営事業費補助金の交付申請について 

 

 

   標記について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

  １ 補助申請額    金                      円 

 

  ２  病院内保育所運営事業所要額調書 別紙１ 

 

  ３  病院内保育所運営事業計画書 別紙２－（１）、別紙２－（２） 

 

  ４  歳入歳出予算書（又は見込書）の抄本 別紙３ 

 

  ５  委託契約書の写し（委託契約している場合のみ添付） 

 

  ６  病院内保育所の規定等（保育時間、保育料が明記されているもの） 

 

  ７  その他参考となる書類（該当がある場合のみ添付） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式（第６条関係）  

 

                                                                第    号  

                                                            年  月     日  

 

 

  岐阜県知事 様  

 

 

                                住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

 

 

補助事業の内容変更承認申請書  

 

 

      年  月  日付け    第    号で交付決定のあった岐阜県病院内保育所運

営事業費補助金について、下記のとおり補助事業の内容を変更したいので、岐阜県補助金等交付規

則第６条第２号の規定により承認を申請します  

 

 

記  

 

 

１ 変更の内容  

 

 

 

２ 変更の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

第３号様式（第６条関係）  

 

                                                                第    号  

                                                            年  月     日  

 

 

  岐阜県知事 様  

 

 

                                住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

 

 

 

 

 

補助事業中止（廃止）承認申請書  

 

 

      年  月  日付け    第    号で交付決定のあった岐阜県病院内保育所運

営事業費補助金について、下記の理由により補助事業を中止（廃止）したいので、岐阜県補助金

等交付規則第６条第１項第３号の規定により承認を申請します。  

 

 

                                   記  

 

 

中止（廃止）の理由  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第６条関係）  

 

                                                                第   号  

                                                               年  月  日  

 

 

  岐阜県知事 様  

 

 

                                住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

 

 

年度消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書  

 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定のあった岐阜県病院内保育所運営事業

費補助金について岐阜県病院内保育所運営事業費補助金交付要綱第６条第４項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。  

 

 

                                           記  

 

 

１ 岐阜県補助金等交付規則第１４条に基づく額の確定又は事業実績報告額  

 

                                        金           円  

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び消費税仕入控除税額（要県補助金返

還相当額）  

                                        金                       円  

 

 

 

注：参考となる資料（２の金額の積算の内訳等）を添付すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５号様式（第８条関係）  

第        号  

                                                                        年 月 日  

 

 

 

 岐阜県知事  様  

                  

 

                                         住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

年度岐阜県病院内保育所運営事業実績報告書の提出について  

 

         年 月  日付け  第   号で交付決定のあった標記補助金に係る

事業が完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の規定により、下記のとおり

報告します。  

 

記 

 

１  補助金精算額  金           円  

 

２ 病院内保育所運営事業所要額精算書 別紙４ 

 

３ 病院内保育所運営事業実績報告書 別紙５－(１)､別紙５－(２)、別紙５－(３) 

 

４ 病院内保育所歳入歳出決算(見込)書 別紙６ 

 

５  委託業務(委託先)の歳入歳出決算(見込)書抄本 （委託した場合のみ添付）  

 

６ その他参考となる書類（該当がある場合のみ添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６号様式（第９条関係）  

 

                                                                第    号  

                                                            年  月     日  

 

 

岐阜県知事 様  

 

 

                                住 所 

                                     設置する病院等の名称 

                                     代表者氏名（設置者）              

 

 

年度岐阜県病院内保育所運営事業費補助金（概算払）交付請求書  

 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金の額の確定（交付決定）のあった  年度岐

阜県病院内保育所運営事業費補助金の交付を受けたいので、下記のとおり請求します。  

 

記  

 

補助金請求額                  円  

 

１ 確定補助金額（交付決定額）         円  

 

２ 既受領済額                 円  

 

３ 今回請求額                 円  

 

４ 残額                    円  

 

 

 

【振込先】  

 

 金融機関本（支）店名   

 

 口座名義人（フリガナ）   

 

 普通・当座預金の別   

 

 口座番号  

  

 


